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第
8
章　

一
九
二
〇
年
代
の
政
治
改
革
、
そ
の
逆
コ
ー
ス
と
市
川
房
枝

─
政
党
内
閣
制
黄
昏
期
の
内
閣
と
議
会
と
社
会

村
井　

良
太

は
じ
め
に
─
一
九
二
〇
年
代
の
政
治
改
革
と
首
相
選
定
の
公
然
性

　

日
本
政
治
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
大
き
な
構
造
変
化
を
経
験
し
た
。
一
九
二
四
年
か
ら
三
二
年
ま
で
政
党
内
閣
が
連
続
す
る
と
と

も
に
、
こ
の
よ
う
な
政
党
間
で
の
政
権
交
代
は
「
憲
政
の
常
道
」
と
呼
ば
れ
、
肯
定
、
否
定
は
あ
る
も
の
の
当
然
視
さ
れ
る
に
至
っ
て

い
た
。
一
九
二
七
年
は
両
大
戦
間
期
の
政
治
的
変
化
の
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
党
間
で
政
権
交
代
が
行
わ
れ
る
政
党

内
閣
制
、
地
方
選
挙
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
男
子
普
通
選
挙
制
、
そ
し
て
立
憲
民
政
党
結
成
に
よ
る
立
憲
政
友
会
と
の
二
大
政
党
制
が
相

次
い
で
機
能
し
始
め
、
こ
れ
ら
政
党
内
閣
制
、
男
子
普
通
選
挙
制
、
二
大
政
党
制
の
三
者
か
ら
な
る
政
治
シ
ス
テ
ム
は
一
九
二
七
年
の

政
治
シ
ス
テ
ム
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
政
治
構
造
上
の
変
化
は
、
意
図
さ
れ
た
改
革
の
成
果
で
あ
っ
た
。
日
露
戦
後
に
萌
芽
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
機
に
盛
ん
に

な
っ
た
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
的
傾
向
は
、
民
本
主
義
を
高
唱
し
た
政
治
学
者
吉
野
作
造
や
、
天
皇
機
関
説
に
よ
っ
て
政
党
政
治
と

調
和
的
な
憲
法
論
を
展
開
し
た
憲
法
学
者
美
濃
部
達
吉
を
は
じ
め
と
す
る
活
発
な
評
論
活
動
に
よ
っ
て
政
治
面
に
も
及
び
、
立
憲
政
治

の
な
か
に
事
実
上
の
民
主
政
治
を
育
ん
で
い
っ
た
。
政
治
上
の
変
化
を
促
し
、
一
九
二
〇
年
代
の
政
治
改
革
を
主
導
し
た
の
が
、
政
治
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体
制
の
政
党
化
を
進
め
た
原
敬
率
い
る
政
友
会
、
政
治
体
制
の
複
数
政
党
制
化
を
進
め
た
加
藤
高
明
率
い
る
憲
政
会
、
そ
し
て
最
後
の

元
老
と
し
て
政
党
内
閣
制
の
確
立
を
受
動
的
に
推
進
し
た
西
園
寺
公
望
で
あ
っ
た（

１
）。

な
か
で
も
一
九
二
四
年
の
第
二
次
憲
政
擁
護
運
動

は
政
党
内
閣
制
の
確
立
を
求
め
、
国
民
を
背
景
と
し
て
首
相
選
定
に
一
定
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
で
そ
の
公
然
性
を
高
め
よ
う
と
い
う

意
思
は
、
西
園
寺
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
西
園
寺
は
元
老
の
再
生
産
を
拒
否
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
基
調
と
す
る
一
九
二
〇
年
代
の
改
革
は
、
十
年
を
経
ず
し
て
早
々
に
蹉
跌
を
見
、
逆

転
し
て
い
っ
た
。
二
大
政
党
へ
の
批
判
は
高
ま
り
、
男
子
普
通
選
挙
制
は
弊
害
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
し
て
政
党
内
閣
制
に
至
っ
て
は
、

一
九
三
二
年
に
暴
力
に
よ
っ
て
政
党
内
閣
が
倒
さ
れ
る
と
、
以
後
、
敗
戦
後
に
至
る
ま
で
政
党
内
閣
は
復
活
し
な
か
っ
た
。

　

本
章
の
目
的
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
政
治
改
革
の
意
味
を
、
主
と
し
て
女
性
運
動
家
市
川
房
枝
の
政
党
内
閣
制
に
向
け
た
眼
差
し
を

通
じ
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
一
九
二
九
年
の
世
界
恐
慌
か
ら
三
六
年
の
二
・
二
六
事
件
に
至
る
い
わ
ば
政
党
内
閣
制
の

黄
昏
期
を
中
心
的
に
扱
い
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
内
閣
と
議
会
と
社
会
と
の
関
係
性
の
そ
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

市
川
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
は
女
性
参
政
権
獲
得
運
動
の
主
要
な
担
い
手
の
一
人
で
あ
り
、
戦
中
に
大
日
本
言
論
報
国
会
理

事
を
務
め
た
こ
と
で
占
領
下
に
公
職
追
放
を
受
け
、
解
除
後
に
は
参
議
院
議
員
を
現
職
で
死
去
す
る
ま
で
五
期
二
五
年
務
め
た
。

一
九
二
〇
年
代
の
政
治
改
革
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
市
川
に
注
目
す
る
理
由
は
三
つ
あ
る
。
第
一
に
市
川
が
米
国
で
運
動
の
方
法

と
精
神
を
学
び
、
そ
れ
を
日
本
で
の
運
動
に
活
か
し
た
と
い
う
意
味
で
、
米
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
型
の
運
動
家
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
二
〇
年
代
は
自
発
的
な
「
中
間
団
体
」
が
躍
動
し
た
「
社
会
」
の
時
代
で
も
あ
り
、
体
制
化
を
主
導
し
た
政
党
指
導
者
達
が
「
君

民
共
治
」
の
英
国
を
模
範
と
し
た
一
方
で
、
米
国
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
影
響
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
て
き
た（

２
）。

民
主
政
治
下
に
は
民
主
政

治
下
の
、
そ
し
て
権
威
主
義
体
制
下
に
は
権
威
主
義
体
制
下
の
運
動
が
あ
る
よ
う
に
、
市
川
が
ど
の
よ
う
に
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
、

で
き
な
か
っ
た
の
か
は
、
当
該
期
日
本
の
政
治
体
制
と
そ
の
変
容
を
理
解
す
る
う
え
で
興
味
深
い
事
例
研
究
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
の
理
由
は
、
政
党
政
治
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
彼
女
の
二
重
の
周
縁
性
に
あ
る
。
一
九
二
七
年
の
二
大
政
党
化
以
来
、
両
党
を

中
心
に
政
治
が
運
営
さ
れ
て
い
っ
た
一
方
、
無
産
政
党
は
少
数
党
で
あ
り
な
が
ら
も
議
席
数
以
上
の
存
在
感
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
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男
子
普
通
選
挙
制
実
現
な
ど
の
「
政
治
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
次
ぐ
「
経
済
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
担
い
手
と
し
て
、
同
時
代
の
知
識

人
や
青
年
層
の
期
待
を
集
め
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
彼
女
は
二
大
政
党
を
中
心
と
す
る
政
党
政
治
の
住
人
で
も
な
け
れ
ば
、

無
産
政
党
運
動
の
住
人
で
も
な
く
、
二
重
の
意
味
で
周
縁
に
い
た
。
彼
女
は
社
会
民
主
主
義
政
党
へ
の
共
感
を
隠
さ
な
い
が
、
他
方
、

婦
人
問
題
と
い
う
単
一
の
政
治
課
題
に
強
い
関
心
を
抱
く
た
め
に
、
二
大
政
党
に
も
無
産
政
党
に
も
同
化
す
る
こ
と
な
く
、
幅
広
い
結

び
つ
き
を
維
持
し
て
い
た
。
加
え
て
、
彼
女
は
そ
の
よ
う
な
視
点
を
行
動
だ
け
で
な
く
言
葉
で
も
発
信
し
た
。「
婦
人
運
動
」
に
資
す

る
た
め
に
婦
人
の
政
治
教
育
を
主
た
る
目
的
と
し
て
、「
×
と
□
の
対
話
」「
政
界
の
近
況
を
語
る
」「
婦
選
夜
話
」
な
ど
、
婦
人
の
立

場
か
ら
婦
人
に
向
け
た
主
と
し
て
二
者
対
話
式
の
政
治
解
説
を
、
機
関
誌
上
で
提
供
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
揺
れ
動
く
同
時
代

の
政
治
課
題
や
政
治
体
制
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
い
か
に
説
い
た
の
か
。
市
川
の
視
線
に
捉
え
ら
れ
た
事
象
を
通
し
て
政
党
内
閣
制

の
黄
昏
期
に
迫
り
た
い
。

　

最
後
に
、
彼
女
に
注
目
す
る
第
三
の
理
由
と
し
て
そ
の
長
い
政
治
生
涯
を
あ
げ
た
い
。
彼
女
の
政
治
生
涯
は
一
九
八
一
年
の
死
に
ま

で
及
ぶ
。
本
章
の
対
象
は
主
に
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
で
あ
る
が
、
日
本
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
、「
戦
前
」
と
「
戦
後
」
を
通

し
て
理
解
す
る
一
つ
の
寄
る
辺
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
本
章
で
は
、「
政
党
内
閣
制
」
の
語
を
、
政
党
間
で
の
政
権
交
代
が
当
然
に
期
待
さ
れ
政
党
内
閣
以
外
の
内
閣
組
織
が
排
除
さ

れ
る
首
相
選
定
上
の
シ
ス
テ
ム
と
の
意
味
で
用
い
る
。
ま
た
、
多
く
引
用
す
る
婦
選
獲
得
同
盟
の
機
関
誌
『
婦
選
』
は
、
た
と
え
ば

『
婦
選
』
一
巻
二
号
三
頁
を
「（
Ｆ
一
②
三
）」
と
、
同
じ
く
そ
の
後
継
誌
『
女
性
展
望
』
を
「（
Ｔ
）」
と
略
記
す
る
。

一　

市
川
房
枝
の
政
治
運
動
─
一
九
二
七
年
シ
ス
テ
ム
下
の
内
閣
と
議
会
と
社
会

　

本
節
で
は
ま
ず
政
党
内
閣
制
の
黄
昏
期
を
考
察
す
る
前
に
、
政
党
内
閣
制
が
十
分
に
機
能
し
て
い
た
時
期
に
内
閣
と
議
会
と
社
会

と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
を
市
川
房
枝
を
通
し
て
考
察
す
る
。
市
川
は
一
九
七
六
年
二
月
の
対
談
で
、「
婦
人
運
動
」
を




